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学校給食センターにおける新型コロナウイルス感染発生時の対応について  

 

  

日頃から学校給食の運営にご理解ご協力を賜り、感謝申し上げます。  

  さて、学校給食センター職員は、安心・安全な給食を提供するため、常日頃から感染症予防に努め

ております。健康管理においても、毎日の検温や家族を含めた健康チェックを行うなど細心の注意を

払っているところです。  

しかしながら、現下の新型コロナウイルス感染症感染拡大状況を踏まえますと、学校給食センター

職員や納入業者が感染したり、濃厚接触者になったりすることも考えられます。その場合には学校給

食センターの施設消毒を行うため閉鎖や給食調理員の不足により、一時的に、給食の提供ができなく

なることも予想されます。 

  つきましては、万が一そうした状況が発生した場合は、下記のとおりの対応となりますので、ご理

解ご協力をお願いいたします。  

  

記 

 

 

１ 学校給食センター職員の自宅待機と調理業務の停止について 

学校給食センター職員及び関係者が、感染者や濃厚接触者となった場合は、給食調理の安全性確

保と感染拡大防止のため、入院または自宅待機になります。学校給食センター職員及び関係者が感

染者になった場合は、施設の消毒作業により、調理業務を停止するため、給食の提供も停止する場

合もあります。  

また、学校給食センター職員及び関係者が濃厚接触者になった場合、自宅待機等の対応により調

理に必要な人数の確保ができない時は、給食提供ができなくなることも想定されます。  

  

２ 給食調理業務停止となった場合 

調理業務の停止によって給食の提供ができなくなった場合は、学校の判断で、【お弁当持参】また  

は【午前授業】の対応となります。    

 

３  給食調理業務の再開等について 

学校給食センターの調理業務及び給食提供の再開につきましては、本市新型コロナウイルス感染

症対策本部の指示によって行ってまいります。 
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